
住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
住
宅
融
資
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
七
条

公
庫
は
、
第
一
条
第
一
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
住
宅
の
建
設
（
新
た
に
建
設
さ
れ

た
住
宅
で
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
（
以
下
「
新
築
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
購
入
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
新
築
住
宅
以

外
の
住
宅
（
以
下
「
既
存
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
住
宅
の
建
設

に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
。

一

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者

二

親
族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
自
ら
居
住
す
る
住
宅
以
外
に
住
宅
を
必
要
と
す
る
者

三

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
住
宅
を
建
設
し
て
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
者
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）

イ

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者

ロ

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
住
宅
を
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
者

四

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
又
は
親
族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
自
ら
居
住
す
る
住
宅
以
外
に
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
住

宅
を
建
設
し
て
譲
渡
す
る
事
業
又
は
住
宅
を
建
設
し
て
そ
の
住
宅
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
譲
渡
す
る
事
業
を
行
う
者

２

公
庫
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
金
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
住
宅
の
建
設
又
は
当
該
既
存
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
に
併
せ
て
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
住
宅
の
建
設
又
は
既
存
住
宅
の
購
入
に
付
随
し
て
新
た
に
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地

又
は
借
地
権
の
取
得
に
必
要
な
資
金

二

前
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
が
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
幼
稚
園
又
は
保
護
者
の
委
託
を
受
け
て
そ
の
乳

児
若
し
く
は
幼
児
を
保
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
「
幼
稚
園
等
」
と
い
う
。
）
の
建
設
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
当
該
幼
稚

園
等
の
建
設
に
必
要
な
資
金
（
幼
稚
園
等
の
建
設
に
付
随
し
て
新
た
に
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
又
は
借
地
権
の

取
得
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

前
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
一
団
地
の
住
宅
の
建
設
を
す
る
も
の
が
当
該
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
学
校
、



幼
稚
園
、
店
舗
そ
の
他
の
居
住
者
の
利
便
に
供
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
関
連
利
便
施
設
」
と
い
う
。
）
の
建
設
又
は
道
路
、
公
園

、
下
水
道
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
関
連
公
共
施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
当

該
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
必
要
な
資
金
（
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
付
随
し
て
新
た
に
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土

地
又
は
借
地
権
の
取
得
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。
）
又
は
当
該
関
連
公
共
施
設
の
整
備
に
必
要
な
資
金
（
関
連
公
共
施
設
の
整
備
に
付
随
し
て
新
た
に

土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

３

公
庫
か
ら
貸
付
け
を
受
け
た
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
貸
付
金
に
係
る
住
宅
又
は
幼
稚
園
等
を
、
公
庫
か
ら
貸
付
け
を
受
け
た
同
項

第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
前
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
一
団
地
の
住
宅
の
建
設
を
す
る
も
の
が
貸
付
金
に
係
る
関
連
利
便
施
設

を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
て
造
成
し
た
土
地
に
建
設
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
住
宅
若
し
く
は
幼
稚
園
等
又
は
関
連
利

便
施
設
の
建
設
に
付
随
し
て
新
た
に
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
場
合
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

公
庫
は
、
第
一
条
第
一
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
取
得
し
、
土
地
を
造
成
し
、
及
び
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を

譲
渡
す
る
事
業
又
は
土
地
を
造
成
し
、
及
び
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
譲
渡
す
る
事
業
を
行
う
会
社
そ
の
他
の
法
人
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
地
方

公
共
団
体
並
び
に
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
行
う
者
（
土
地
区
画
整
理
組
合
が
行
う
土
地

区
画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
組
合
員
で
当
該
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
委
託
を
受
け
て
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
土
地
の
造
成
を
行
う
も
の
（

当
該
土
地
の
造
成
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

及
び
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
大
都
市
地
域
住
宅
等

供
給
促
進
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
及
び
土
地
の
造
成
又

は
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
造
成
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
金
を
併
せ
て
貸
し
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

当
該
土
地
の
造
成
と
併
せ
て
居
住
者
の
利
便
に
供
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
を
造
成
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
施
設
の
用
に
供

す
る
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
及
び
土
地
の
造
成
又
は
こ
れ
ら
の
土
地
の
造
成
に
必
要
な
資
金

二

当
該
事
業
が
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
政
令
で
定
め

る
事
業
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
必
要
な
資
金
又
は
当
該
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
関
連
公
共
施
設

の
整
備
に
必
要
な
資
金

三

当
該
事
業
に
係
る
土
地
と
併
せ
て
一
体
的
に
造
成
す
る
こ
と
が
事
業
の
施
行
上
必
要
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
を
、
委
託
を
受
け
て
造
成

す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
の
造
成
に
必
要
な
資
金



５

公
庫
は
、
住
宅
の
改
良
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
改
良
に
必
要
な
資
金
（
区
分
所
有
に
係
る
建
築
物
で
そ
の
大
部
分
が
住
宅
部
分
で
あ
る
も
の
以
外
の

建
築
物
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
に
お
い
て
「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
共
用
部
分
の
改
良
に
必
要
な
資
金
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
用

部
分
の
改
良
に
必
要
な
資
金
の
う
ち
、
当
該
特
定
建
築
物
に
占
め
る
住
宅
部
分
の
割
合
に
対
応
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

公
庫
は
、
地
震
、
暴
風
雨
、
洪
水
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
主
と
し
て
人
の
居

住
の
用
に
供
す
る
家
屋
を
含
む
。
）
が
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
の
当
時
当
該
家
屋
を
所
有
し
、
若
し
く
は
賃
借
し
、
又
は

当
該
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
者
が
、
自
ら
居
住
し
、
又
は
他
人
に
貸
す
た
め
に
、
当
該
災
害
発
生
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
家
屋
に
代
わ
る
べ
き
家

屋
若
し
く
は
当
該
損
傷
し
た
家
屋
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
災
害
復
興
住
宅
」
と
い
う
。
）
を
建
設
し
、
購
入
し
、
若
し
く
は
補
修
し
、
又

は
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
補
修
に
付
随
し
て
当
該
災
害
復
興
住
宅
を
移
転
し
、
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
補
修
に
付
随
し
て
た
い
積
土
砂
の

排
除
そ
の
他
の
宅
地
の
整
備
（
以
下
「
整
地
」
と
い
う
。
）
を
し
、
若
し
く
は
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
に
付
随
し
て
土
地
若
し
く
は

借
地
権
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
建
設
、
購
入
若
し
く
は
補
修
又
は
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
補
修

に
付
随
す
る
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
移
転
、
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
補
修
に
付
随
す
る
整
地
若
し
く
は
当
該
災
害
復
興
住
宅
の
建
設
若
し

く
は
購
入
に
付
随
す
る
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

公
庫
は
、
地
す
べ
り
等
防
止
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
若
し
く
は
変
更
さ
れ
た
関
連
事
業
計

画
又
は
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
勧
告
に
基
づ
き
住
宅
部
分
を
有
す
る
家
屋
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
却
す
る
場
合
又
は
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
基
づ
き
住
宅
部
分
を
有
す
る
家
屋
を
除
却
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
家
屋
の
移
転
又
は
除
却
の
際
当
該
家
屋
を
所
有
し
、
若
し
く
は
賃
借
し
、
又
は
当
該
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
者
が
、
自
ら
居
住
し
、
又
は
他
人
に
貸
す

た
め
に
、
当
該
関
連
事
業
計
画
の
公
表
の
日
又
は
当
該
勧
告
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
家
屋
を
移
転
し
、
若
し
く
は
当
該
家
屋
を
除
却
し
て
こ
れ
に

代
わ
る
べ
き
家
屋
を
建
設
し
、
又
は
当
該
家
屋
の
移
転
若
し
く
は
当
該
家
屋
に
代
わ
る
べ
き
家
屋
の
建
設
に
付
随
し
て
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
取
得
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
当
該
家
屋
若
し
く
は
当
該
家
屋
に
代
わ
る
べ
き
家
屋
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
地
す
べ
り
等
関
連
住
宅
」
と
い

う
。
）
の
移
転
若
し
く
は
建
設
又
は
当
該
地
す
べ
り
等
関
連
住
宅
の
移
転
若
し
く
は
建
設
に
付
随
す
る
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
に
必
要
な
資
金
を

貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

公
庫
は
、
住
宅
部
分
を
有
す
る
家
屋
の
用
に
供
す
る
土
地
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
第
十
条
第
一
項

、
宅
地
造
成
等
規
制
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
百
九
十
一
号
）
第
十
五
条
第
二
項

若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項

又
は
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
三
項

若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
を
受
け
た
者
が
、
当



該
勧
告
を
受
け
た
日
か
ら
二
年
以
内
又
は
当
該
命
令
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
勧
告
又
は
命
令
に
係
る
擁
壁
又
は
排
水
施
設
の
設
置
又
は
改

造
そ
の
他
の
工
事
（
以
下
「
宅
地
防
災
工
事
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
当
該
宅
地
防
災
工
事
に
必
要
な
資
金
を

貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
～

（
略
）

12

（
業
務
の
委
託
）

第
二
十
三
条

公
庫
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
（
貸
付
け
の
決
定
を
除
く
。
）
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
に
対
し
、
同
号
に
定
め
る
業
務
の
う
ち
同
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委

託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

主
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関

次
に
掲
げ
る
業
務

イ

貸
付
け
に
関
す
る
申
込
み
の
受
理
及
び
審
査

ロ

資
金
の
貸
付
け
、
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
貸
付
け
及
び
回
収
に
関
す
る
業
務

ハ

貸
付
手
数
料
及
び
支
払
方
法
変
更
手
数
料
の
徴
収

ニ

貸
付
金
の
回
収
に
関
連
し
て
取
得
し
た
動
産
、
不
動
産
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
管
理
及
び
処
分

二
・
三

（
略
）

２

公
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
一
部
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
（
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項

を
除
き
、
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
委
託
業
務
に
関
す
る
準
則
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

公
庫
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
を
委
託
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に
対
し
、
手
数
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
手
数
料
は
、
公
庫
が
、
元
利
金
の
回
収
に
関
す
る
業
務
以
外
の
委
託
業
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
に
必
要
な
経
費
を
基
準
と
し
て
、
元
利
金

の
回
収
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
に
必
要
な
経
費
に
元
利
金
の
回
収
割
合
（
元
利
金
を
回
収
し
た
額
の
回
収
す
べ
き
額
に
対
す
る
割
合
を

い
う
。
）
に
応
じ
て
公
庫
が
定
め
る
率
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
加
え
た
額
を
基
準
と
し
て
定
め
る
。

５

公
庫
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に
対
し
、
当
該
委
託
業
務
の
処
理
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
、
又
は
役
員
若
し
く
は
職
員

を
し
て
当
該
委
託
業
務
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

受
託
者
た
る
金
融
機
関
又
は
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
（
以
下
「
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
て
同

項
の
規
定
に
よ
る
委
託
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み

な
す
。



７
・
８

（
略
）

（
信
託
の
受
託
者
か
ら
の
業
務
の
受
託
等
）

第
二
十
七
条
の
七

公
庫
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
と
き
は
、
当
該
信
託
の
受
託
者
か
ら
次
に
掲
げ
る
業
務
の
全
部
を
受
託

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業
務

二

当
該
貸
付
債
権
に
係
る
貸
付
金
の
回
収
に
関
連
し
て
取
得
し
た
動
産
、
不
動
産
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
管
理
及
び
処
分

２

（
略
）

（
賃
借
人
の
選
定
及
び
家
賃
）

第
三
十
五
条

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
同
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
は
、
当
該
貸
付
金
に
係
る
住
宅
を
同
号
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
賃
借
人
の
資
格
、
賃
借
人
の
選
定
方
法
そ
の
他
賃
貸
の
条
件
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
賃
貸
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
同
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
は
、
住
宅
の
建
設
に
必
要
な
費
用
、
利
息
、
修
繕
費

、
管
理
事
務
費
、
損
害
保
険
料
、
地
代
に
相
当
す
る
額
、
公
課
そ
の
他
必
要
な
費
用
を
参
酌
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
額
を
超
え
て
、
当
該
貸
付
金
に
係

る
住
宅
の
家
賃
の
額
を
契
約
し
、
又
は
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

（
略
）

４

第
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
貸
付
金
に
係
る
住
宅
、
災
害
復
興
住
宅
、

地
す
べ
り
等
関
連
住
宅
又
は
合
理
的
土
地
利
用
耐
火
建
築
物
等
内
の
住
宅
を
賃
貸
す
る
と
き
は
、
賃
借
人
の
資
格
、
賃
借
人
の
選
定
方
法
、
家
賃
そ
の
他

賃
貸
の
条
件
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
受
人
の
選
定
及
び
譲
渡
価
額
）

第
三
十
五
条
の
二

第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
同
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
は
、
当
該
貸
付

金
に
係
る
住
宅
、
土
地
又
は
借
地
権
を
自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
又
は
親
族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
自
ら
居
住
す
る
住
宅
以
外
に

住
宅
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
土
地
区
画
整
理
事
業
若
し
く
は
住
宅
街
区
整
備
事
業
又
は
新
住
宅

市
街
地
開
発
事
業
に
関
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
当
該
貸
付
金
に
係
る
土
地
又
は
借
地
権
（
関
連
利
便
施
設
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
土
地
又
は
借
地
権
及
び
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
て
造
成
さ
れ
た
土
地
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
住

宅
又
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設
の
建
設
の
た
め
土
地
又
は
借
地
権
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
、
譲
受
人
の
資
格
及
び
譲
受
人
の
選
定
方
法
並
び
に



譲
渡
価
額
（
当
該
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
地
方
公
共
団
体
等
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
譲
渡
の
条
件
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準

に
従
い
、
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
地
区
画
整
理
事
業
又
は
住
宅
街
区
整
備
事
業
に
関
し
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者

が
当
該
貸
付
金
に
係
る
土
地
又
は
借
地
権
を
譲
渡
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２

第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
で
同
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
又
は
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
（
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
に
関
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体

等
を
除
く
。
）
は
、
住
宅
の
建
設
に
必
要
な
費
用
（
住
宅
の
建
設
に
付
随
し
て
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に

要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
又
は
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
及
び
土
地
の
造
成
若
し
く
は
土
地
の
造
成
に
必
要
な
費
用
、
利
息
そ
の
他
必
要
な
費
用
を

参
酌
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
額
を
超
え
て
、
当
該
貸
付
金
に
係
る
住
宅
、
土
地
又
は
借
地
権
の
譲
渡
価
額
を
契
約
し
、
又
は
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

３

第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
貸
付
金
に
係
る
合
理
的
土
地
利
用
耐
火
建
築
物
等
内
の
住
宅
又
は
当
該

住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
に
付
随
し
て
取
得
し
た
土
地
若
し
く
は
借
地
権
で
当
該
貸
付
金
に
係
る
も
の
を
他
人
に
譲
渡
す
る
と
き
は
、
譲
受
人
の
資
格

、
譲
受
人
の
選
定
方
法
、
譲
渡
価
額
そ
の
他
譲
渡
の
条
件
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

（
幼
稚
園
等
、
関
連
利
便
施
設
等
の
賃
貸
等
）

第
三
十
五
条
の
三

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
幼
稚
園
等
の
建
設
に
必
要
な
資
金
、
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
必
要
な
資
金

（
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
付
随
す
る
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。
）
又
は
関
連
公
共
施
設
の
整
備
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
同

項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
も
の
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
土
地
区
画
整
理
事
業
若
し
く
は
住
宅
街
区
整
備
事
業

又
は
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
に
関
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
に

準
ず
る
政
令
で
定
め
る
事
業
に
関
し
同
号
に
規
定
す
る
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
必
要
な
資
金
（
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
付
随
す
る
土
地
若
し
く
は
借

地
権
の
取
得
及
び
土
地
の
造
成
又
は
土
地
の
造
成
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。
）
又
は
関
連
公
共
施
設
の
整
備
に
必
要
な
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

関
連
利
便
施
設
建
設
資
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
も
の
は
、
当
該
貸
付
金
に
係
る
幼
稚
園
等
、
関
連
利
便
施

設
若
し
く
は
関
連
公
共
施
設
又
は
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
幼
稚
園
等
、
関
連
利
便
施
設
又
は
関
連
公
共
施
設
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
、
賃
借
人
又
は

譲
受
人
の
資
格
、
賃
借
人
又
は
譲
受
人
の
選
定
方
法
そ
の
他
賃
貸
又
は
譲
渡
の
条
件
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
賃
貸
し
、
又
は
譲
渡
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
地
区
画
整
理
事
業
又
は
住
宅
街
区
整
備
事
業
で
第
十
七
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
に
準
ず
る
政

令
で
定
め
る
事
業
で
あ
る
も
の
に
関
し
関
連
利
便
施
設
建
設
資
金
等
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
貸
付
金
に
係
る
関
連
利



便
施
設
若
し
く
は
関
連
公
共
施
設
又
は
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
賃
貸
し
、
又
は
譲
渡
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
賃
貸
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
住
宅
の
建
設
」
と
あ
る
の
は
「
幼
稚
園
等
若
し
く
は
関
連
利
便
施
設
の
建
設
又
は

関
連
公
共
施
設
の
整
備
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
住
宅
の
家
賃
」
と
あ
る
の
は
「
幼
稚
園
等
、
関
連
利
便
施
設
又
は
関
連
公
共
施
設
の
賃
貸
料
」
と
、
前

条
第
二
項
中
「
住
宅
の
建
設
」
と
あ
る
の
は
「
幼
稚
園
等
の
建
設
」
と
、
「
又
は
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
及
び
土
地
の
造
成
若
し
く
は
土
地
の
造

成
に
必
要
な
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
、
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
必
要
な
費
用
（
関
連
利
便
施
設
の
建
設
に
付
随
し
て
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
又

は
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
及
び
土
地
の
造
成
若
し
く
は
土
地
の
造
成
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
、

関
連
公
共
施
設
の
整
備
に
必
要
な
費
用
（
関
連
公
共
施
設
の
整
備
に
付
随
し
て
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
要

す
る
費
用
を
含
む
。
）
」
と
、
「
住
宅
、
土
地
又
は
借
地
権
」
と
あ
る
の
は
「
幼
稚
園
等
、
関
連
利
便
施
設
若
し
く
は
関
連
公
共
施
設
又
は
土
地
若
し
く

は
借
地
権
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

第
六
百
六
十
二
条

損
害
カ
第
三
者
ノ
行
為
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
保
険
者
カ
被
保
険
者
ニ
対
シ
其
負
担
額
ヲ
支
払
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
支
払
ヒ
タ

ル
金
額
ノ
限
度
ニ
於
テ
保
険
契
約
者
又
ハ
被
保
険
者
カ
第
三
者
ニ
対
シ
テ
有
セ
ル
権
利
ヲ
取
得
ス

②

（
略
）

○

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
三
月
十
一
日
法
律
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

第
一
条

銀
行
其
ノ
他
ノ
金
融
機
関
（
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
以
下
金
融
機
関
ト
称
ス
）
ハ
他
ノ
法
律
ニ
拘
ラ
ズ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ

信
託
業
法
ニ
依
リ
信
託
会
社
ノ
営
ム
業
務
（
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
以
下
信
託
業
務
ト
称
ス
）
ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
得

②
・
③

（
略
）

○

郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
抄
）

第
七
条
（
郵
便
貯
金
の
種
類
）

郵
便
貯
金
は
、
次
の
六
種
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

住
宅
積
立
郵
便
貯
金

自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
、
そ
の
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
土
地



若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
又
は
そ
の
住
宅
の
改
良
に
つ
き
、
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
住
宅
金
融
公
庫

法
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
の
あ
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
、
か
つ
、
必
要
な
資
金
を
貯
蓄
す
る
目
的
で
、
一
定
の
据
置
期
間
を
定
め
、
一
定

の
金
額
を
そ
の
期
間
内
毎
月
一
回
預
入
す
る
も
の

六

（
略
）

②

（
略
）

第
六
十
条
（
適
格
預
金
者
の
あ
つ
せ
ん
）

郵
政
事
業
庁
長
官
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
住
宅
金
融
公
庫
法
第
十
七
条
第
一

項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一
項
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
よ
う

と
す
る
住
宅
積
立
郵
便
貯
金
の
預
金
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
住
宅

金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
へ
の
あ
つ
せ
ん
を
行
う
。

○

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
六
月
一
日
法
律
第
九
十
二
号
）
（
抄
）

（
機
構
の
行
う
勤
労
者
財
産
形
成
持
家
融
資
）

第
九
条

機
構
は
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
第
十
九
条
及
び
前
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う

。一
・
二

（
略
）

三

事
業
主
、
事
業
主
団
体
又
は
勤
労
者
の
持
家
と
し
て
の
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
福
利
厚
生
会
社
で
、

事
業
主
に
あ
つ
て
は
そ
の
雇
用
す
る
勤
労
者
（
継
続
し
て
一
年
以
上
に
わ
た
つ
て
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
等
に
基
づ
く
預
入
等
を
し
た
こ
と
そ
の

他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
事
業
主
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇

用
す
る
勤
労
者
に
、
福
利
厚
生
会
社
に
あ
つ
て
は
当
該
福
利
厚
生
会
社
に
出
資
す
る
事
業
主
又
は
当
該
福
利
厚
生
会
社
に
出
資
す
る
事
業
主
団
体
の
構

成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
勤
労
者
に
そ
の
持
家
と
し
て
の
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
の
た
め
の
資
金
（
当
該
住
宅
の
用
に
供
す
る
宅
地
又
は

こ
れ
に
係
る
借
地
権
の
取
得
の
た
め
の
資
金
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
持
家
で
あ
る
住
宅
の
改
良
の
た
め
の
資
金
（
以
下
「
住
宅
資
金
」
と
総
称
す
る
。

）
の
貸
付
け
を
行
う
も
の
に
対
し
、
各
勤
労
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
有
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
の
額
の
十
倍
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
政
令
で

定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
額
。
次
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
「
貸
付
限
度
額
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内

で
、
当
該
貸
付
け
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。



２
～
４

（
略
）

（
住
宅
金
融
公
庫
等
の
行
う
勤
労
者
財
産
形
成
持
家
融
資
）

第
十
条

住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
住
宅
金
融
公
庫
法
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
第
一

号
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
業
務
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
と
し
て
、
前
条

第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
勤
労
者
で
、
事
業
主
若
し
く
は
事
業
主
団
体
か
ら
機
構
の
行
う
同
号
の
貸
付
け
に
係
る
住
宅
資
金
の
貸

付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
同
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
公
務
員
で
、
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
か
ら
住
宅

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
勤
労
者
又
は
当
該
公
務
員
に
係
る
貸
付
限
度
額
の
範

囲
内
で
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
係
る
通
常
の
貸
付
け
の
条
件
と
異
な
る
条
件
に
よ
り
、
住
宅
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
勤
労

者
又
は
当
該
公
務
員
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
け
に
併
せ
て
、
当
該
業
務
に
係
る
通
常
の
貸
付
け
の
条
件
に
よ
り
、
当
該
資

金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
～
４

（
略
）

（
公
務
員
に
関
す
る
特
例
等
）

第
十
五
条

（
略
）

２

公
務
員
に
そ
の
持
家
と
し
て
分
譲
す
る
住
宅
の
建
設
又
は
購
入
及
び
当
該
住
宅
の
分
譲
（
第
一
号
に
お
い
て
「
住
宅
の
分
譲
等
」
と
い
う
。
）
の
業
務

、
公
務
員
に
住
宅
資
金
を
貸
し
付
け
る
業
務
、
公
務
員
に
教
育
資
金
を
貸
し
付
け
る
業
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合

法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
同
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組

合
連
合
会
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
同
法
第
二
十
七
条

に
規
定
す
る
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
若
し
く
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
共
済
組
合
等

」
と
い
う
。
）
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
対
象
と
な
る
公
務
員
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

住
宅
の
分
譲
等
の
業
務

勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
等
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
当
該
契
約
を
締
結
し
て
い
た
者
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の

二

住
宅
資
金
の
貸
付
け
の
業
務

第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
者

三

教
育
資
金
の
貸
付
け
の
業
務

勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
を
有
し
て
い
る
者

３
～
５

（
略
）



○

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
三
日
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
九
条

公
庫
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
・
二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
住
宅
の
建
設
、
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
若
し
く
は
造
成
又
は
借
地
権
の
取
得
、
幼
稚
園
等
又
は
関
連
利
便
施

設
の
建
設
、
関
連
公
共
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
途
に
充
て
る
た
め
必
要
な
長
期
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
業

務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

イ

沖
縄
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者

ロ

沖
縄
に
お
い
て
親
族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
自
ら
居
住
す
る
住
宅
以
外
に
住
宅
を
必
要
と
す
る
者

ハ

沖
縄
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
住
宅
を
建
設
し
て
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
者
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）

（
１
）

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者

（
２
）

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
住
宅
を
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
者

ニ

沖
縄
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
又
は
親
族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
自
ら
居
住
す
る
住
宅
以
外
に
住
宅
を
必
要
と

す
る
者
に
対
し
住
宅
を
建
設
し
て
譲
渡
す
る
事
業
又
は
住
宅
を
建
設
し
て
そ
の
住
宅
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
譲
渡
す
る
事

業
を
行
う
者

ホ

沖
縄
に
お
い
て
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
取
得
し
、
土
地
を
造
成
し
、
及
び
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
譲
渡
す
る
事
業
又
は
土
地
を
造
成
し
、
及

び
土
地
若
し
く
は
借
地
権
を
譲
渡
す
る
事
業
を
行
う
会
社
そ
の
他
の
法
人
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
地
方
公
共
団
体
並
び
に
土
地
区
画
整
理
事

業
を
行
う
者

ヘ

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者

四
～
八

（
略
）

２
～
６

（
略
）

○

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
五
月
十
三
日
法
律
第
三
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）



２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貸
金
業
者
」
と
は
、
次
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
貸
金
業
を
営
む
者
を
い
う
。

３

（
略
）

（
登
録
）

第
三
条

貸
金
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
設
置
し
て
そ
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
内
閣
総
理
大
臣
の
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
の
み
営
業
所
又
は
事
務
所
を
設
置
し
て
そ
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
営
業

所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

（
債
権
譲
渡
等
の
規
制
）

第
二
十
四
条

貸
金
業
者
は
、
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
他
人
に
譲
渡
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
債
権
が
貸
金
業
者
の
貸

付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
こ
と
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
並
び
に
そ
の
者
が
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
に

関
し
て
す
る
行
為
に
つ
い
て
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
こ
の
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六

年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
第
十
七
条
の
規
定
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則

を
含
む
。
）
の
適
用
が
あ
る
旨
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
及
び
前
項
の
規
定
（
抵
当
証
券
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

に
記
載
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お

け
る
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
前
項

中
「
貸
金
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
に
係

る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
と
き
」
と
、
「
そ
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
「
そ

の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
債
務
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び

当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
の
譲
受
年
月
日
及
び
当
該

債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
及
び
譲
り
受
け
た
債
権
の
額
」
と
、
同
条
第
二

項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及

び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
貸
金
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債

権
」
と
、
「
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
、
「
前

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保



証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
し
た

と
き
」
と
、
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
各
号
」
と
、
「
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契

約
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
を
締
結
し
た
者
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
契
約
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
の
譲
受
年
月
日
及
び
当
該
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
の
契
約
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
貸
付
け

の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
譲
り
受
け
た
債
権
の
額
及
び
貸
付
け
の
金
額
」
と
、
第
二
十
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受

け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
貸
金
業
者
又
は
貸
金
業
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約

に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
」
と
、
「
貸
金
業
者
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者

そ
の
他
の
者
」
と
、
「
、
貸
付
け
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
金
業
者
の
商

号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
の
商
号
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
貸
付
け
の
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
譲
り
受
け
た
債
権
に
係
る
貸

付
け
の
契
約
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

都
道
府
県
知
事
は
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業
所
又

は
事
務
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）
を
有
す
る
も
の
」
と
、
前
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
譲
り
受
け
た
債
権
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

貸
金
業
者
は
、
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
譲
渡
又
は
取
立
て
の
委
託
（
以
下
「
債
権
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
相
手
方
が
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
取
立
て
に
当
た
り
第
二
十
一
条
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

反
し
、
若
し
く
は
刑
法
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
罪
を
犯
す
お
そ
れ
が
明
ら
か
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
取
立
て
制
限

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
若
し
く
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
当
該
債
権
譲
渡
等
の
後
取
立
て
制
限
者
が
当
該
債
権
の
債
権
譲
渡

等
を
受
け
る
こ
と
を
知
り
、
若
し
く
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
債
権
譲
渡
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

貸
金
業
者
は
、
政
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
債
権
譲
渡
等
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
が
当
該
債

権
の
取
立
て
に
当
た
り
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
刑
法
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処

罰
に
関
す
る
法
律
の
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
、
相
当
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


